
告 示

石川県告示第８号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

　令和７年１月24日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

事業所番号
指定居宅サービス事業者

の 名 称 又 は 氏 名
事業所の名称及び所在地 指定年月日 サービスの種類

1760791556 社会福祉法人弘和会
コミュニティナース　虹いろケア

羽咋市千里浜町ソ３－３

令和７年

１月１日
訪問看護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第９号

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文に規定する指定介護予防サービス事業者を次のとおり指定

した。

　令和７年１月24日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

事業所番号
指定介護予防サービス

事業者の名称又は氏名
事業所の名称及び所在地 指定年月日 サービスの種類

1760791556 社会福祉法人弘和会
コミュニティナース　虹いろケア

羽咋市千里浜町ソ３－３

令和７年

１月１日

介護予防訪問看

護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第10号

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定する特定調達

契約につき、一般競争入札の落札者を決定したので、次のとおり落札者等について告示する。

　令和７年１月24日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩
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１　落札に係る物品等の名称、数量及び調達方法

　　手術支援ロボット　一式　

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　石川県立中央病院管理局用度課用度係

　　金沢市鞍月東２丁目１番地

３　落札者を決定した日

　　令和７年１月８日

４　落札者の名称及び所在地

　　冨木医療器株式会社

　　金沢市問屋町２丁目46番地

５　落札金額

　　246,939,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　一般競争入札の公告を行った日

　　令和６年11月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第11号

石川県薬物の濫用の防止に関する条例（平成26年石川県条例第38号。以下「条例」という。）第９条第１項の規定

により、知事監視製品を次のとおり指定する。

　令和７年１月24日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

１　知事監視製品を特定できる情報

⑴　次の写真を付して「Honey」の名称で販売される製品であって、その内容物が液体のもの

⑵　次の写真を付して「Nasty」の名称で販売される製品であって、その内容物が液体のもの

⑶　次の写真を付して「SPICE」の名称で販売される製品であって、その内容物が植物片のもの

⑷　次の写真を付して「ハイビス	PW	Plus」の名称で販売される製品であって、その内容物が粉末のもの

（「次の写真」は、省略し、その写真を石川県健康福祉部薬事衛生課及び県保健福祉センターに備え置いて縦覧に

供する。）

２　指定の理由

条例第２条第１項第６号に掲げる薬物を含有するおそれがある製品であって、吸入等の方法により身体に使用さ

れるおそれがあるものであるため

３　施行期日

　　令和７年１月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第12号

石川県薬物の濫用の防止に関する条例（平成26年石川県条例第38号。以下「条例」という。）第15条第１項の規定

により、知事指定薬物を次のとおり指定する。

　令和７年１月24日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

１　知事指定薬物の名称

⑴　２－（エチルアミノ）－２－（２－フルオロフェニル）シクロヘキサン－１－オン及びその塩類

⑵　２－［（４－メトキシフェニル）メチル］－５－ニトロ－１－［２－（ピロリジン－１－イル）エチル］－１

Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール及びその塩類

⑶　（８Ｒ）－６－アリル－１－シクロプロパンカルボニル－Ｎ，Ｎ－ジエチル－９，10－ジデヒドロエルゴリン－

８－カルボキシアミド及びその塩類

⑷　（８Ｒ）－１－（シクロプロパンカルボニル）－Ｎ－メチル－Ｎ－（プロパン－２－イル）－６－メチル－９，

10－ジデヒドロエルゴリン－８－カルボキシアミド及びその塩類
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２　指定の理由

条例第２条第１項第６号に掲げる薬物であって、県の区域内において濫用されるおそれがあり、かつ、幻覚等の

作用を有すると認められるものであるため

３　施行期日

　　令和７年１月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第13号

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林として指定する。

　令和７年１月24日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

１		保安林の所在場所

　　羽咋郡宝達志水町原ハ1018の１

２		指定の目的

		水源の涵
かん

養

３		指定施業要件

⑴　立木の伐採の方法

ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標

準伐期齢以上のものとする。

ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種	

　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び宝達志水町役場に備え置いて縦覧

に供する。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１		保安林の所在場所

　　羽咋郡宝達志水町東間丑79の甲、東野滝ノ谷８、９の１

２		指定の目的

		土砂の流出の防備

３		指定施業要件

⑴　立木の伐採の方法

ア　主伐は、択伐による。

イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標

準伐期齢以上のものとする。

ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種	

　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び宝達志水町役場に備え置いて縦覧

に供する。）

公 告

石川県告示第６号の２の公布公告

石川県告示等の公布に関する規則（昭和45年石川県規則第38号）第２条ただし書の規定により、次のとおり県庁前

の掲示場に掲示して公布した。

　令和７年１月24日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩
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石川県告示第６号の２

　令和６年１月１日の令和６年能登半島地震による災害において、次の地域内に居住していた者が属する世帯を

被災者生活再建支援法（平成10年法律第66号）第２条第２号ハに掲げる世帯（以下「長期避難世帯」という。）

とする。

　　令和７年１月15日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

１　長期避難世帯の所在する地域

　　七尾市中島町塩津ア部５番地

２　長期避難世帯となった日

　　令和６年１月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国土調査の成果認証公告

国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

　令和７年１月24日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

調 査 を
行った者
の 名 称

調査を行った期間 成果の名称 調査を行った地域 認証年月日

加賀市

平成28年５月８日から

令和５年３月31日まで

加賀市小塩地区（６）（小塩

町の一部）の地籍図及び地籍

簿

加賀市（小塩町の一部） 令和７年１月16日

平成28年５月８日から

令和６年３月31日まで

加賀市小塩地区（７）（小塩

町の一部）の地籍図及び地籍

簿

加賀市（小塩町の一部） 〃

選 挙 管 理 委 員 会

石川県選挙管理委員会告示第３号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定による政治団体の届出があったので、同法第７条の

２第１項の規定により、その名称等を次のとおり公表する。	 	 	 	 	 	 	 	

　　令和７年１月24日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会

（政党の支部以外のその他の政治団体）

　国会議員関係政治団体（政治資金規正法第19条の７第１項第１号及び第２号に係る国会議員関係政治団体）	 	

政治団体の

名　　　称

代表者

の氏名

会計責任者

の　氏　名
主たる事務所の所在地

公職の種類

（第１号）

公職の候補

者 の 氏 名

及び公職の

種 類

（第２号）

届出年月日

凱 風 会 小竹　凱 笹野　智彦 金沢市長町２丁目７－13 衆議院議員
小竹　凱、

衆議院議員
令和６年12月３日

　国会議員関係政治団体以外の政治団体

政治団体の名称
代 表 者 の

氏　　　名

会計責任者

の　氏　名
主たる事務所の所在地 届出年月日
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有川こうじろう後援会 有　川　康二郎 有　川　康二郎 白山市八ツ矢町653－４ 令和６年12月20日

く ぼ ま さ や 後 援 会 久　保　雅　哉 久　保　京　子 白山市笠間町240－30 令和６年12月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県選挙管理委員会告示第４号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので、

同法第７条の２第１項の規定により、次のとおり公表する。

　令和７年１月24日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会

（政党の支部以外のその他の政治団体）

政治団体の名称
代表者

の氏名
異動事項 新 旧 異動年月日

お だ け か い 後 援 会 小竹　　凱
主たる事務

所の所在地

金沢市長町２丁目

７－13

金沢市古府１丁目

77番地
令和６年12月１日

岡 山 晃 宏 後 援 会 岡山　晃宏 会計責任者　松 山 典 裕 西 出 隆 則 令和６年12月１日

谷 け ん い ち 後 援 会 佐藤　　進

主たる事務

所の所在地

白山市山島台二丁

目14番地

白山市山島台二丁

目21番地
令和６年12月８日

代 表 者 佐 藤 　 進 宮 北 一 民 令和６年12月８日

林 し ん や 後 援 会 林　　昭美 代 表 者 林 　 昭 美 林 　 真 弥 令和６年12月14日

備考	 	 	 	 	

尾山政経懇話会は主たる活動区域の異動により総務大臣届出に変更

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県選挙管理委員会告示第５号	 	

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定による政治団体の解散の届出があったので、同条第

３項の規定により、次のとおり公表する。	 	

　令和７年１月24日	 	

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会

（政党の支部以外のその他の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

山本ゆきこ連合後援会 山　本　由起子 令和６年12月23日

林しんや後援会 林　　　昭　美 令和６年12月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県選挙管理委員会告示第６号	 	 	 	

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第２項の規定による資金管理団体の届出があったので、同法第19

条の２第１項の規定により、その名称等を次のとおり公表する。	 	 	 	

　　令和７年１月24日	 	 	 	

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会

資金管理団体の届出を

した者（代表者）の氏名
公職の種類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日

小　竹　　　凱 衆 議 院 議 員 凱 風 会
金沢市長町２丁目７－

13
令和６年12月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県選挙管理委員会告示第７号	 	 	 	 	

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第３号の規定による資金管理団体の届出事項の異動の届出

があったので、同法第19条の２第１項の規定により、次のとおり公表する。	 	 	 	 	
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　令和７年１月24日	 	 	 	 	

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会

届出事項の

届出をした者

の 氏 名

資金管理団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

小森　卓郎 尾 山 政 経 懇 話 会
主たる事務

所の所在地

金沢市鞍月５－181

AUBEビル５階

金沢市小坂町西16

番地17
令和４年６月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県選挙管理委員会告示第８号	 	 	

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第２号の規定による資金管理団体でなくなった旨の届出が

あったので、同法第19条の２第１項の規定により、その届出をした者の氏名等を次のとおり公表する。	 	 	

　　令和７年１月24日	 	 	

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会

（法第19条第３項第２号による届出）

資金管理団体の届出

を し た 者 の 氏 名
資金管理団体の名称

資金管理団体で

なくなった年月日

山　本　由起子 山本ゆきこ連合後援会 令和６年12月23日
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